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（訂正）規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

本投資法人は、平成 23年 2 月 2日付け「規約変更及び役員選任に関するお知らせ」に添付しました 

「【別紙】第 3回投資主総会招集ご通知」の一部内容について、下記の通り訂正いたします。 

 

 

記 

 

訂正の内容 

【別紙】第 3回投資主総会招集ご通知 

訂正箇所 ： 6 ページ目 第 1号議案 規約一部変更の件 2.変更の内容 第 18 条 

訂正箇所は、背景を灰色としています。 
 

（訂正前） 
  現 行 規 約 変 更 案 
第 18 条（資産評価の方法及び基準） 

本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資

産の種類ごとに定めるものとし、原則として以下

のとおりとする。 

(1)～(2) （記載省略） 

(3) 不動産等匿名組合出資持分 

匿名組合の資産である不動産等については、

前 2号に従って評価し、また、匿名組合の資

産である金融資産については、一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行に従って評

価した後に、これらの資産合計額から匿名組

合の負債合計額を控除して計算した匿名組

合の純資産額の本投資法人の出資持分に相

当する金額をもって、匿名組合出資持分を評

価する。 

(4)～(7) （記載省略） 

第 18 条（資産評価の方法及び基準） 

本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資

産の種類ごとに定めるものとし、原則として以下

のとおりとする。 

(1)～(2) （現行どおり） 

(3) 不動産等匿名組合出資持分 

匿名組合の資産である不動産、不動産の賃借

権及び地上権については、前 2号に従って評

価し、また、匿名組合の資産である金融資産

については、一般に公正妥当と認められる企

業会計の慣行に従って評価した後に、これら

の資産合計額から匿名組合の負債合計額を控

除して計算した匿名組合の純資産額の本投資

法人の出資持分に相当する金額をもって、匿

名組合出資持分を評価する。 

(4)～(7) （現行どおり） 

 
 
 
 
 
 
 
 



        

 
（訂正後） 

現 行 規 約 変 更 案 
第 18 条（資産評価の方法及び基準） 

本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資

産の種類ごとに定めるものとし、原則として以下

のとおりとする。 

(1)～(2) （記載省略） 

(3) 不動産等匿名組合出資持分 

匿名組合の資産である不動産等については、

前 2号に従って評価し、また、匿名組合の資

産である金融資産については、一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行に従って評

価した後に、これらの資産合計額から匿名組

合の負債合計額を控除して計算した匿名組

合の純資産額の本投資法人の出資持分に相

当する金額をもって、匿名組合出資持分を評

価する。 

(4)～(8) （記載省略） 

第 18 条（資産評価の方法及び基準） 

本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資

産の種類ごとに定めるものとし、原則として以下

のとおりとする。 

(1)～(2) （現行どおり） 

(3) 不動産等匿名組合出資持分 

匿名組合の資産である不動産、不動産の賃借

権及び地上権については、前 2号に従って評

価し、また、匿名組合の資産である金融資産

については、一般に公正妥当と認められる企

業会計の慣行に従って評価した後に、これら

の資産合計額から匿名組合の負債合計額を控

除して計算した匿名組合の純資産額の本投資

法人の出資持分に相当する金額をもって、匿

名組合出資持分を評価する。 

(4)～(8) （現行どおり） 

 
 

 

以 上 
 

 

 

 

＊ 本投資法人のホームページ：http://www.iif-reit.com/ 

 


